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4.2 案内誘導の充実 

本節では、富士北麓地域の自転車観光による案内誘導を充実させるため、基本的な対

応方針や具体的な対策メニューの項目及び内容を提示する。さらに、案内誘導法定外

標識の設置など統一の整備基準を設ける必要のある対策は、具体的な実施方針及び整

備方法を策定した。 

4.2.1 案内誘導の充実に向けた基本的な考え方 

■ 当地域を初めて来訪する利用者も迷わず安全で快適にサイクリングコースを周遊できる環

境を創出する。

■ 外国人観光客等、地理・交通ルール・言語等の不案内者に留意した整備を行う。

4.2.2 案内誘導の充実に向けた対策メニュー 

■ 案内誘導の充実に向けた基本的な考え方に基づき、下記の対策メニューを提示する。

表- 4.6 対策メニュー 

目指すべき目標（案） 対応方針 対策メニュー（案）

案内誘導の充実

（分かりやすい周遊案内

環境の実現）

迷わず周遊可能

な環境の創出 

（手ぶらで目 的

地まで走行）

ハード 自転車用の案内誘導法定外標識の設置

ソフト

富士五湖サイクリングガイドの更新や新たなサイクリン

グマップ、パンフレットの発行

案内誘導アプリケーションの開発
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（1）自転車用の案内誘導法定外標識の設置 

a）案内誘導法定外標識の整備方針 

■ サイクリングコースを分かりやすく案内するため、コース上から別のコースに分岐する箇

所やコース上の迷い易い箇所に案内誘導法定外標識を設置する。

b）設置箇所 

■ 案内誘導法定外標識は、コース上から別のコースに分岐する箇所やコース上の迷い易い箇

所でサイクリングコースを案内する標識がないため、正確な進行方向の把握が困難な箇所

等に設置する。

図- 4.25 迷い易い箇所の例 
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c）仕様 

ア) 使用する色 

■ 当該地域は、富士箱根伊豆国立公園内に位置しているため、自然公園法や山梨県及び関係

市町村の景観条例を遵守しなければならない。よって、注意喚起法定外標識については対

車両用として反射シート(広角プリズム型等)の使用を基本とするが、当該地域の法定外標識

で採用されている濃い茶色に配慮し、地色にはこげ茶系のものを選定する。標識柱･標識板

裏については山梨県 土木工事設計マニュアル道路編Ⅰに基づき、ダークブラウン(こげ茶

色)を基本色［10YR2/1 程度］とする。 

 

 

 

図- 4.26 使用する色 

イ) サイズ 

■ 案内誘導法定外標識は、歩道の路上施設帯の幅（50cm）の中に納まるように、照明柱等の

ポール程度の横幅 15cm とする。 

■ 自転車利用者走行時に目線の高さは約 150cm であるため、案内誘導法定外標の高さは、自

転車利用者に視認しやくするよう、150cm とする。 

 

■当地域の既存の法定外標識 ■使用する色（参考） 



 第 4 章 自転車利用環境向上に向けた対策メニュー      

47 

ウ) 記載内容 

■ 案内誘導法定外標識に記載する内容は以下に示す。 

① 自転車ピクトグラム 

■ 設置した案内誘導法定外標識は、サイクリングコースを案内していることを明示するため、

自転車ピクトグラムを使用する。 

■ また、「自転車専用通行帯の指定や矢羽根等を用いた自転車走行位置の明示」で採用する青

色（P28 参照）と統一性を図るため、標識の一部に青色をイメージカラーとして取り入れ

る。 

■ 自転車ピクトグラムは、当地域の自転車利用者をイメージし、前傾姿勢の図柄とする。 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

図- 4.27 自転車ピクトグラム 

② コース名（コース番号） 

■ 進行しているコースを明示するため、コース名（コース番号）を表記する。 

 

③ 分岐点名（交差点名）（英語併記） 

■ 所在する分岐点名あるいは交差点名を明示する。なお、外国人観光客に配慮し、英語を併

記する。 

 

④ 方向（矢印） 

■ 各分岐コースの進行方向を明示する。 

 

⑤ 主要地点の名称（英語併記） 

■ 次の主要地点の名称を明示する。なお、外国人観光客に配慮し、英語を併記する。 

 

⑥ 主要地点までの距離 

■ 次の主要地点までの距離を明示する。 
 

■当地域の利用者をイメージしたピクトグラム 
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エ) デザイン 

■ 上記の使用する色、サイズ、記載内容に基づき、案内誘導法定外標識のデザインを下図に

示す。

図- 4.28 標識のデザイン

第 3 回委員会の意見で、
標識の図柄を更新



第 4 章 自転車利用環境向上に向けた対策メニュー 

49 

オ) 設置方法 

■ 案内誘導法定外標識は、分岐後の進行コースを再確認することができるよう、交差点手前

と分岐後 2 箇所に設置することを標準とする。

コースの進行方向

交差点手前用の
案内誘導法定外標識

の設置

分岐後の
案内誘導法定外標識

の設置

図- 4.29 案内誘導法定外標識の設置イメージ 

第 3 回委員会の意見で、
標識の図柄を更新
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d）案内誘導法定外標識の設置位置 

■ 案内誘導法定外標識は、法定内の案内誘導標識の 105 系統の設置基準を参考とする。案内

誘導法定外標識はコース別の分岐点（交差点）及び迷いやすい箇所の手前 30ｍ以内の視認

しやすい位置に設置することが望ましい。 

 
【出典：道路標識設置基準】 

図- 4.30 自動車用の案内誘導標識の設置基準（参考） 

 

【出典：国土交通省 ホームページ】 

図- 4.31 案内誘導標識の 105 系統（参考）

設置位置

の基準 
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e）案内誘導法定外標識と注意喚起法定外標識を同時設置する場合の留意点 

■ 案内誘導法定外標識と注意喚起法定外標識を同時に設置する必要がある場合、安全性を優

先し注意喚起法定外標識を手前に設置する。 

■ また、両方の内容を視認できる間隔、かつ安全に停止できる距離を考慮し、設置すること

が望ましい。 

■ 従って、自転車用の注意喚起法定外標識は交差点手前 30ｍに設置する。 

■ 案内誘導法定外標識は交差点手前の 30m 以内の視認しやすい位置に設置することで、両方

の標識の視認を確保する。 

■ なお、実際の設置にあたっては、現地の道路形状、交通状況等を考慮し、設置位置を調整

する。 

 

  

図- 4.32 同時設置する際の設置イメージ 

 

第 3 回委員会の意見で、
標識の図柄を更新 
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f）設置形態 

■ 自転車利用者が自転車に対する標識であることを認識しやすいよう、案内誘導法定外標識

の形状は、極力パネル型に統一する。ただし、狭幅員歩道など設置箇所の空間的制限によ

りパネル型の設置が困難な場合には、ボラード型を採用する。なお、ボラード型を設置す

る場合、歩行者の安全性を考慮し、ラバータイプを採用する。標識板サイズについてはそ

れに適合した仕様とする。 

■ 案内誘導法定外標識は、既存の道路付属物への添架による設置を基本とする。やむを得な

い場合は、通常の基礎式を設置する。なお、設置形態は、次頁に示した表を基準とし、沿

道からの道路利用や道路管理上の支障とならないよう、個々設置箇所の状況を踏まえ決定

する。 
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表- 4.7 案内誘導標識の設置形態 

設置分類 設置形態 形状 設置イメージ 

パ
ネ
ル
型 

サイクリングコ

ースの案内にお

けるシンボル性

を持たせるため、

注意喚起法定外

標識と同じく、パ

ネル型を基本タ

イプとする。 

【歩道および路側帯への

設置】 

 車道側建築限界を

侵さず設置が可能

 歩道の有効幅員※を

侵さず設置が可能

※2m 以上確保可能な場

合を標準とする。 

【形態】 

 パネルタイプ

添
架
式
（既
存
柱
、Gr

柱
等
） 

基
礎
式 

ボ
ラ
ー
ド
型 

空間の制限に

よりパネル型の

設置が困難な場

合に採用する。 

【歩道および路側帯への

設置】 

 上記の条件を満たさ

ない場合

【形態】 

 ラバータイプ（板・柱

とも）安全性を考慮

添
架
式
（既
存
柱
、Gr

柱
等
） 

基
礎
式 

有効幅員 2m以上

出典：道路構造令の解説と運用 
（社団法人 日本道路協会）
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■ 案内誘導法定外標識の設置高さは、パネル型にする場合、自転車からの視認性を考慮し、

標識の上端を 1.5m とする。ボラード型にする場合、ラバータイプの性質上、寄りかかり

等の力に対し、ある程度の剛性を確保するため、標識の上端を 1.2ｍ以下とする。

図- 4.33 案内誘導法定外標識の設置高さ 

■パネル型 ■ボラード型

1200

以下 
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（2）富士五湖サイクリングガイドの更新や新たなサイクリングマップ、パンフレッ

トの発行（ソフト対策） 

■ 既存の富士五湖サイクリングガイドの更新や新たなサイクリングマップ、パンフレットを

発行し、山梨県ホームページでの掲載や観光案内所で配布することによって、情報提供や

案内誘導の充実を図る。 

 

図- 4.34 ホームページに掲載するサイクリングマップのイメージ  

 

（3）案内誘導アプリケーションの開発（ソフト対策） 

■ スマートフォン等携帯端末を用いて、自転車利用者に地域情報等の提供やサイクリングコ

ースの案内を目的とするアプリケーションを開発する。 

 

【出典：（NPO) 鎌倉シチズンネット ホームページ】 

図- 4.35 鎌倉市の取り組み事例 
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4.3 自転車観光の受入環境の充実 

本節では、自転車観光の受入環境の充実に向けて、基本的な考え方及び具体的な対策

を示す。 

 

4.3.1 自転車観光の受入環境の充実に向けた基本的な考え方 

■ 富士北麓地域では、世界文化遺産富士山をはじめ、多くの観光資源を有しており、それら

の観光資源が自転車利用者にとっても来訪しやすい環境づくりを推進する。 

■ より快適に安心して自転車が利用できるよう、休憩施設や駐輪施設等バックアップ施設の

充実を図る。 

■ 当地域では、ロードバイクで来訪する利用者とレンタサイクルの利用者が混在することや

外国人観光客の来訪者が多いこと等から、多様な自転車観光ニーズに対応できる受入環境

づくりを推進する。 

■ また、地域の民間事業者と連携し、自転車の持ち込み等に対する利便性の向上と環境づく

りを推進する。 
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4.3.2 自転車観光の受入環境の充実に向けた対策メニュー 

■ 自転車観光の受入環境の充実に向けた基本的な考え方に基づき、下記の対策メニューを提

示する。

表- 4.8 対策メニュー 

目指すべき目標 対応方針 対策メニュー 

自転車観光の受入

環境の充実 

（多様な自転車利

用目的に対応し得

る自転車観光受入

環境の実現） 

自転車観光周遊の

ためのバックアップ

施設の充実 

（気軽な休憩・立寄

り等をサポート） 

ハード 

簡易駐輪施設の設置（ラック等） 

ベンチの設置 

観光スポット（特に世界遺産富士山の構成資産）に駐

輪施設の設置 

ソフト 

道の駅等と連携し、サイクリングステーションの設立 

観光スポット周辺の駐車場、コンビニ、飲食店等と連携

した駐輪スペースを創出してもらう 

休憩施設やトイレの位置をパンフレット、サイクリングマ

ップ、ホームページに記載 

サイクリングコース周辺の自転車店の位置をパンフレッ

ト、サイクリングマップ、ホームページに記載 

パンク等自転車トラブルに対応できるレスキュータクシ

ー等の導入 

多様な自転車観光

ニーズに対応でき

る受入環境の向上 

（多様な選択肢に

よるおもてなし） 

ハード ― 

ソフト 

乗り捨て可能なレンタサイクルシステムの構築 

宿泊施設と連携し、自転車を持ち込みやすい宿泊環境

の構築 

持ち込み自転車の

利便性の向上 

（自転車来訪機会

を創出） 

ハード ― 

ソフト 
バス、鉄道会社と連携し、自転車が持ち込み可能な公

共交通環境の創出 
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（1）簡易駐輪施設の設置（ラック等）（ハード対策） 

■ 自転車のスタイルや利用形態が多様化し、ロードバイク等スタンドのない車種を利用する

来訪者も増加していることから、コンビニや観光施設等に簡易駐輪施設（ラック、スタン

ド）を設置し、駐輪環境の向上を図る。なお、当地域では、すでにラックを設置済みの施

設もある。

図- 4.36 富士河口湖町内のコンビニで 

設置されているラック 

図- 4.37 他県の道の駅で設置されている 

ラック

（2）ベンチの設置（ハード対策） 

■ 自転車利用者に休憩のできる場所を提供するため、ビューポイント等にベンチ等を設置し、

休憩施設の充実を図る。

図- 4.38 山中湖湖畔に設置されたベンチ 

（3）観光スポット（特に世界遺産富士山の構成資産）に駐輪施設の設置（ハード対

策） 

■ 現状では、観光スポット、特に世界文化遺産富士山の構成資産付近に、駐車場等は設置さ

れているが、駐輪施設が少ない。より多くの自転車利用者に来訪してもらうため、観光ス

ポットに駐輪施設を整備する。
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（4）道の駅等と連携し、サイクリングステーションの設立（ソフト対策） 

■ 自転車利用者の利便性を向上させるため、観光情報や休憩スペースを提供している道の駅

等と連携し、新たに簡易シャワールームの設置、レンタサイクルや修理工具等の貸出サー

ビスの他サイクリングコースの案内情報等を提供することにより、サイクリングステーシ

ョンとしての機能を充実させる。 

 

                 【出典：宮サイクルステーション ホームページ】 

図- 4.39 サイクリングステーション設置の事例（宇都宮市） 

 

■ また、地元の商店や民家と連携し、自転車利用者に簡易的な給水や休憩場所を提供するこ

とで、地元住民とのコミュニケーションや交流を通したおもてなし観光を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※登録のオアシス名の一部掲載 

【出典： しまなみサイクルオアシス ホームページ】 

図- 4.40 地域の商店・民家等との連携事例（サイクルオアシスの概要） 
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（5）観光スポット周辺の駐車場、コンビニ、飲食店等と連携した駐輪スペースの創

出（ソフト対策） 

■ 観光スポットに新たな駐輪施設の整備が困難な場合は、観光スポット周辺の駐車場、コン

ビニ、飲食店等と連携し、駐輪スペースの創出を図る(ソフト対策)。 

 

（6）休憩施設やトイレの位置をパンフレット、サイクリングマップ、ホームページ

に記載（ソフト対策） 

■ 自転車利用者に休憩できる位置を明示するため、休憩施設やトイレの位置をパンフレット、

サイクリングマップ、ホームページに掲載する。 

 

（7）サイクリングコース周辺の自転車店の位置をパンフレット、サイクリングマッ

プ、ホームページに記載（ソフト対策） 

■ 自転車利用者がパンク等トラブルが発生した際に、最寄りの自転車店で修理ができるよう、

自転車店やサイクルステーションの位置をパンフレット、サイクリングマップ、ホームペ

ージ等の媒体に記載する。 

 

（8）パンク等自転車トラブルに対応できるレスキュータクシー等の導入（ソフト対

策） 

■ 自転車利用者にパンクや故障、怪我や悪天候等のトラブルが発生した際、周辺に対応でき

る自転車店等がない場合、速やかにトラブルに対応できるレスキュータクシー等の導入を

図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典：尾道市 ホームページ】 

図- 4.41 レスキューポイントの位置を 

記載したマップの事例 

【出典：しまなみサイクルオアシスホームページ】 

図- 4.42 レスキュータクシー導入の事例  

（しまなみ海道）
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（9）乗り捨て可能なレンタサイクルシステムの構築（ソフト対策） 

■ 当地域では、河口湖や山中湖湖畔にレンタサイクルが多く存在する。既存のレンタサイク

ルと連携を図り乗り捨て可能なレンタサイクルシステムを構築することによって、利用者

は目的地から借りた箇所に戻る必要はないため、周遊観光の拡大や利用者の増加等の効果

が期待できる。

図- 4.43 富士河口湖湖畔のレンタサイクル 

（10）宿泊施設と連携した自転車を持ち込みやすい宿泊環境の構築（ソフト対策） 

■ 現在、富士北麓地域には、自転車の持ち込みに対応した旅館が少ない。宿泊施設と連携し、

保管場所を用意するなど、自転車が持ち込みやすく安心して宿泊できる環境を創出するこ

とによって、自転車利用者による滞在型観光の拡大効果が期待できる。

【出典：奈良県 ホームページ】 

図- 4.44 自転車の持ち込みができる宿泊施設の事例
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（11）バス、鉄道会社と連携した自転車が持ち込み可能な公共交通環境の創出（ソフ

ト対策） 

■ 自転車利用者が交通機関を利用して来訪しやすいよう、バス、鉄道会社と連携し、自転車

が持ち込み可能な公共交通環境を創出する。なお、当地域では、H22 年に実験的に自転車

が持ち込み可能な列車の運行事例がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典：富士の国やまなし観光ネット ホームページ】 

図- 4.45 富士急行（株）の取り組み例
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4.4 多様なＰＲの展開 

本節では、今後より多くの自転車観光による来訪者を招くため、当地域の自転車観光

の魅力を多様な PR 活動により情報発信する必要がある。そのため、多様な PR の展

開に向けた基本的な考え方及び具体的な対策を示す。 

4.4.1 多様な PR の展開に向けた基本的な考え方 

■ 今後より多くの来訪者を招くためには、各種媒体を通して、より多くの人に当地域を知っ

てもらうことが重要である。そのため、民間事業者や NPO、観光団体等との連携を図り、

多種多様な PR を展開し、県内外への情報発信を強化する。

4.4.2 多様な PR の展開に向けた対策メニュー 

■ 多様な PR の展開に向けた基本的な考え方に基づき、下記の対策メニューを提示する。

表- 4.9 対策メニュー 

目指すべき目標（案） 対応方針 対策メニュー 

多様な PR の展開 

（魅力あるサイクリングコ

ースとして知名度アップ

とブランド化の実現） 

民間との連携を

強化し、多様な

PR の展開 

（ ブ ラ ン ド 力 強

化） 

ハード サイクリングコース案内板の設置 

ソフト

富士五湖サイクリングガイドの更新や新たなサイクリン

グマップ、パンフレットの発行 

開設済ホームページの拡充や専用ホームページの開

設 

旅行会社と連携した自転車ツアーの開催 

有名自転車メーカーの販売・レンタル拠点の誘致 

NPO 団体と連携した自転車ガイドツアー等の提供 

NPO 団体と連携した自転車観光の発信拠点の創出 

観光振興団体等と連携した、地域の観光環境の発信 

新たな自転車イベントの誘致・開催 
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（1）サイクリングコース案内板の設置（ハード対策） 

■ サイクリングコースの起点施設にサイクリングコース全体を把握できる案内板を設置する。 

■ 富士北麓駐車場以外に、鉄道駅、道の駅、高速バス降り場、その他駐車場等一次交通から

二次交通手段である自転車への結節点として利用が想定される施設へ案内板の設置やパン

フレットを配布することで、自転車利用や周遊の利便性を高める。 

■ また、富士北麓駐車場は、冬期閉鎖（12 月 1 日～3 月 31 日）となるため、期間中は鉄道

駅、道の駅、高速バス降り場、その他駐車場の積極的な活用が重要となる。 

 

（2）開設済ホームページの拡充や専用ホームページの開設（ソフト対策） 

■ 既にサイクリングコースの紹介を実施している民間事業者と連携を図り、開設済みのホー

ムページの内容拡充や専用ホームページを開設するとともに、Web サービスや SNS を活

用した PR を展開させる。 

 

（3）旅行会社と連携した自転車ツアーの開催（ソフト対策） 

■ 旅行会社と連携し、当地域のサイクリングコースを利用した自転車ツアーを定期的に開催

することによって、スポーツツーリズムや PR 効果の拡大を図る。なお、当地域では、不

定期であるがサイクリングツアーが開催されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典：国際興業（株） ホームページ】 

 

図- 4.46 自転車ツアーの開催事例 

 

【出典：出典：富士急トラベル（株） 

ホームページ】 

図- 4.47 旅行会社による自転車ツアーの 

開催事例 



 第 4 章 自転車利用環境向上に向けた対策メニュー      

65 

 

（4）有名自転車メーカーの販売・レンタル拠点の誘致（ソフト対策） 

■ 有名自転車メーカーの販売拠点を当地域に誘致することによって、知名度やブランド力が

高まり、PR 効果が期待できる。また、誘致された自転車メーカーの販売拠点では、レンタ

サイクルの提供やイベントを開催した事例があり、利用者の増加も期待できる。 

 

（5）NPO 団体等と連携した自転車ガイドツアー等の提供（ソフト対策） 

■ NPO 団体等と連携した自転車ガイドツアー等のサービスを提供することによって、地域交

流が図られるなど、より深く当地域の魅力を知ってもらうことと同時に PR 効果も期待で

きる。また、通訳付きガイドツアーを開催することにより、外国人観光客の誘客効果が期

待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典：GIANT STORE ホームページ】 

 

図- 4.48 自転車メーカーによる 

レンタサイクルの事例 

【出典：京都サイクリングツアープロジェクト 

ホームページ】 

図- 4.49 株式会社による自転車ガイド 

ツアーの開催事例

▼道案内人付のガイドツアーのイメージ 

（利用実績 40 万人） 
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（6）NPO 団体と連携した自転車観光の発信拠点の創出（ソフト対策） 

■ NPO 団体と連携し、道の駅等の施設を活用した自転車観光の発信拠点を創出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図- 4.50  NPO 団体と連携した道の駅富士川でのロードバイク展示及び試乗の事例 

 

（7）観光振興団体等と連携し、地域の観光環境を発信（ソフト対策） 

■ 観光振興団体等と連携し、当地域が優れた観光資源を有することを発信する。 

 

（8）新たな自転車イベントの誘致・開催（ソフト対策） 

■ 当地域では、年間複数の自転車イベントが開催され、大きな集客力を有する。そのため、

積極的に新たな自転車イベントの誘致・開催を図ることにより、PR 効果が期待できる。ま

た、イベントを通じて安全講習会等を実施し、自転車走行ルールやマナーの周知を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典：Cyclo Wired.JP ホームページ】 

図- 4.51 自転車イベントの開催事例（山梨県） 

▼「ツール・ド・山梨 ロードバイク展示ブース」除幕式（H27.8.20） ▼ロードバイクレンタルの提供

【出典：NPO 法人やまなしサイクルプロジェクト ホームページ】  【出典：道の駅 冨士川 ホームページ】 


